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議事日程 

 

第１ 同意第１号 川棚町固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を

求める件 

第２ 承認第１号 専決処分の承認（令和２年度川棚町一般会計補正予算 

（第８回）） 

第３ 議案第１号 令和２年度川棚町一般会計補正予算（第９回） 

第４ 議案第２号 令和２年度川棚町国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第４回） 

第５ 議案第３号 令 和 ２ 年 度 川 棚 町 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算 

（第３回） 

第６ 議案第４号 令 和 ２ 年 度 川 棚 町 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 

（第３回） 

第７ 議案第５号 令和２年度川棚町観光施設事業特別会計補正予算（第４回）  

第８ 議案第６号 令和２年度川棚町下水道事業会計補正予算（第１回） 

第９ 議案第７号 川棚町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

第 10 議案第８号 川棚町介護保険条例の一部を改正する条例 

第 11 議案第９号 川棚町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に 

関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

第 12 議案第 10 号 川棚町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに 

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

第 13 議案第 11 号 川棚町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び 

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

第 14 議案第 12 号 川棚町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、 

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに 

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

第 15 議案第 13 号 川棚町町道の構造の技術的基準を定める条例の一部を 

改正する条例 
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第 16 議案第 14 号 川棚町立教育キャンプ場の設置及び管理等に関する条例の

一部を改正する条例 

   

   

  



- 5 - 

（１０：００） 

議 長 ご起立願います。おはようございます。着席ください。 

ただいまの出席議員は１４名です。定足数に達しておりますので、これか

ら本日の会議を開きます。 

（１０：００） 

議 長 本日の日程に入ります前に、小田議員より発言の訂正の申し

出があっておりますので。これを許可いたします。小田議員。  

７ 番 小 田 議席番号７番、小田です。一般質問時の発言について訂正を

いたします。協議会としての行動を「私たちは」と発言いたしましたが、

「私たちは」という発言を「協議会は」と訂正をいたします。よろしくお願

いいたします。以上です。 

議 長 それでは日程第１、同意第１号「川棚町固定資産評価審査委員

会委員の選任について同意を求める件」を議題といたします。本件について

説明を求めます。町長。 

町 長 皆様、おはようございます。同意第１号「川棚町固定資産評

価審査委員会委員の選任について同意を求める件」について提案理由をご説

明いたします。 

本町の固定資産評価審査委員会委員につきましては、３人の委員を選任を

しておりますが、任期は３年で、３人の委員の任期はそれぞれ異なっている

ところであります。 

この度、現職の委員であります山口博昭氏の任期が令和３年３月３１日を

もって満了となりますので、新たに有田清人氏を選任したく提案するもので

あります。 

同氏は、川棚町下組郷１３番地４にお住まいで、昭和２４年３月１３日生

まれの７１歳であります。同氏は、昭和４８年３月に島根大学文理学部を卒

業後、民間企業の勤務を経て、昭和６２年に司法書士並びに土地家屋調査士

として登録されるとともに、「有田清人登記事務所」を開業され、以来、３

４年にわたり、司法書士並びに土地家屋調査士として、活躍をされてきてお

られます。また、平成２１年４月から平成３１年３月まで、総務大臣の委嘱

を受け、行政相談委員として、地域の身近な相談に当たってこられたところ

であります。これまでの職務経験により、固定資産に関し高い見識を有して



- 6 - 

おられ、委員として適任と判断されますので、ご提案するものであります。 

なお、任期につきましては、令和３年４月１日から令和６年３月３１日ま

での３年間となります。以上、提案いたしますので、ご審議の上、ご同意い

ただきますようよろしくお願いを申し上げます。 

議 長 これから質疑を行います。ありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、同意第１号「川棚町固定資産評価審査委員会委員の選任につい

て同意を求める件」の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。  

 

（賛成者起立） 

 

議 長 はい。全員起立です。したがって、同意第１号「川棚町固定

資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件」は、同意すること

に決定をいたしました。 

（１０：０４） 

議 長 次に日程第２、承認第１号「専決処分の承認（令和２年度川

棚町一般会計補正予算（第８回））」を議題といたします。本件について

の説明を求めます。町長。 



- 7 - 

町 長 承認第１号「専決処分の承認（令和２年度川棚町一般会計補

正予算（第８回））」について、提案理由をご説明いたします。 

令和２年度川棚町一般会計予算の執行において補正の必要が生じました

が、議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、去る１月１９日付

けで、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分により定めまし

たので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでありま

す。 

今回の補正の内容は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，９６９

万９，０００円追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を８９億５，１８７

万９，０００円にしたものであります。 

なお、補正の主な内容は、新型コロナウイルス感染症対策に係るものであ

りますが、その詳細につきましては、企画財政課長から説明いたしますの

で、ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。 

議 長 企画財政課長。 

企 画 財 政 課 長 はい。それでは私の方から今回の補正の内容についてご説明

させていただきます。 

今回の補正につきましては、新型コロナウイルス感染症対策のために、県

内の飲食店等が１月２０日から２月７日まで、長崎県の要請に応じて営業時

間短縮を行った場合に協力金が支給されることとなりました。そして、その

協力金の一部を各市町が負担するとともに、支給事務を各市町が行うことと

なり、その対応のため一般会計予算の補正を行ったものであります。事項別

明細書の歳出からご説明いたしますので、予算書の８、９ページをお願いい

たします。 

７款商工費であります。１項１目商工総務費につきましては、補正額の増

減はなく、財源内訳を補正したものでございます。こちらの補正につきまし

ては、長崎県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金補助金、

これは歳入の方でもあとからご説明しますけれども、その補助金の一部を夜

間に飲食店等を巡回する職員の時間外勤務手当に充当するということでござ

います。 

次の５目新型コロナウイルス感染症対策事業費につきましては、協力金の

給付事務に係る会計年度任用職員１名分の人件費として、１節に報酬、４節
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に社会保険料、８節に通勤費用を計上したもので、１０節で事務用品の購入

費等を、１１節で郵便料や口座振替手数料を計上したものでございます。そ

して７節におきまして８７店舗分の協力金を計上したものでございます。次

のページをお願いいたします。 

１４款予備費であります。１項１目予備費につきましては、歳入歳出の見

合いにより減額したものでございます。 

歳出につきましては以上のとおりであります。次のページには給与明細書

を付けておりますが、説明は省略させていただきます。 

続きまして歳入を説明しますので、６ページ、７ページをお願いいたしま

す。 

１４款県支出金であります。歳出で説明しました、新型コロナウイルス感

染拡大防止営業時間短縮協力事業に対する県補助金であります。補助率につ

きましては１０分の９となっており、うち事務費につきましては２分の１と

なっているところでございます。 

以上が、専決処分を行いました「令和２年度川棚町一般会計補正予算（第

８回）」の内容でございます。説明を終わります。 

議     長 これから質疑を行います。田口議員。 

８ 番 田 口 はい。この営業時間短縮協力金ですけれども、既にその期間

は２月７日で終わっていると思いますので、結局実績はどうであったのかと

いうのをお聞きしたいと思います。 

議 長 産業振興課長。 

産 業 振 興 課 長 はい、質問にお答えをいたします。まず、期間につきまして

は２月の２６日までが申請の期間となっております。それで、今実績といた

しましては５８人の６２店舗が申請をされているところであります。以上で

す。 

議     長 ほかに質疑はありませんか。波戸議員。 

１ ３ 番 波 戸 １３番、波戸です。今６２店舗の申請があったということな

んですけども、これは支払いの方はどのような感じで、もう滞りなく支払わ

れたのか、いつ頃までに支払われるのか、お尋ねします。 

議 長 産業振興課長。 

産 業 振 興 課 長 はい、質問にお答えをいたします。支払いにつきましては、
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今県のですね、概算払い要求で半額分を県の方から今入金をされております

けども、申請の都度にですね、まとめて各事業所に対しては支払いを行うよ

うには今考えているところであります。以上です。 

議     長 波戸議員。 

１ ３ 番 波 戸 では今の現状ではいつまでというのはまだ行政側もわからな

いということですか。 

議 長 はい。会計課長。 

会 計 課 長 担当の方からこちらの方に聞いているのは、３月の先週の金

曜日までで滞りなく支払いは終えております。以上です。 

議     長 ほかに質疑はありませんか。よろしいですか。 

 

（発言なし） 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、承認第１号「専決処分の承認（令和２年度川棚町一般会計補正

予算（第８回））」の採決を行います。 

お諮りします。本件は、承認することに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、承認第１号「専決処分の

承認（令和２年度川棚町一般会計補正予算（第８回））」は、承認すること
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に決定をいたしました。 

（１０：１４） 

議 長 次に日程第３、議案第１号「令和２年度川棚町一般会計補正

予算（第９回）」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長。 

町 長 議案第１号「令和２年度川棚町一般会計補正予算（第９

回）」について、提案理由をご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億６，８２９

万５，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を８７億８，３５８万４，０

００円にしようとするものであります。併せて、債務負担行為補正及び地方

債補正を行うものであります。 

補正の主なものは、歳入において地方消費税交付金の額の確定による減

額、国・県支出金の交付額の決定等による減額、基金繰入金、町債の減額な

どであります。 

歳出においては、新庁舎建設工事の入札による落札減に伴う不用額の減

額、下水道事業会計への出資金の増額、各事業における決算を見込んだ減額

補正又は必要とする経費の追加計上などであります。 

詳細につきましては、企画財政課長から説明をさせますので、ご審議の

上、ご決定くださいますようよろしくお願いいたします。 

議 長 企画財政課長。 

企 画 財 政 課 長 はい。それでは、「令和２年度川棚町一般会計補正予算（第

９回）」の内容についてご説明いたします。 

なお、今回の補正予算におきましては、歳出においては決算を見込んだ事

業費の執行残、落札減などによる不用額の減額が多くを占めております。歳

入におきましても、事業費の決算見込みに伴う減額が大半を占めておりま

す。また、増額についても不足額を補う少額の追加が多くありますので、そ

れらのものにつきましては簡略に説明させていただくということであらかじ

めご了解いただきたいと思います。それでは歳出から説明しますので、２

８、２９ページをお願いいたします。 

１款議会費であります。１項１目議会費、説明欄の議会費につきまして

は、不用額を見込み８節で３６万５，０００円、１３節で６６万円を減額す

るもので、次の事務局費につきましては、４節で会計年度任用職員の社会保
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険料の不足を見込み１万２，０００円増額し、８節で不用額を見込み２０万

円を減額するものであります。次のページをお願いいたします。 

２款総務費であります。１項１目一般管理費、説明欄の一般管理費につき

ましては、２節、３節、４節、１２節で不用額を見込み減額し、次の庁舎管

理費では、１０節で電気料の不足を見込み５２万７，０００円を増額するも

のであります。 

次の４目会計管理費につきましては、１１節でコンビニ収納手数料の不足

を見込み増額するものであります。 

次の１９目庁舎建設費につきましては、１２節で委託料の不用額を、１４

節で新庁舎建設工事の落札減を、それぞれ記載のとおり減額するものであり

ます。 

次の２１目新型コロナウイルス感染症対策事業費につきましては、特別定

額給付金事業費の精算により不用額が生じましたので、各節を減額するもの

であります。 

次の２項１目税務総務費は、２節、３節で不用額を見込み減額し、４節で

は共済組合負担金の不足を見込み増額するものであります。次のページをお

願いいたします。 

３項１目戸籍住民基本台帳費につきましては、２節でフルタイムの会計年

度任用職員給料の不足を見込み増額、３節で時間外勤務手当の不用額を減

額、そして１２節でマイナンバーカードの発行等に係る事務委託料の不足を

見込み増額するものであります。 

次の４項１目選挙管理委員会費につきましては、３節で時間外勤務手当の

不足を見込み増額するものであります。 

次の５項２目統計調査費、説明欄の工業統計調査費から一番下の国勢調査

費までにつきましては、支出額の確定により各節を調整するものでありま

す。次のページをお願いいたします。 

３款民生費であります。１項１目社会福祉総務費、説明欄の社会福祉総務

費は、３節で時間外勤務手当の不用額を減額するもので、次の国民健康保険

基盤安定費は、国民健康保険基盤安定負担金の決定に伴い、２７節で国民健

康保険事業特別会計への繰出金を減額するものであります。 

その次の介護保険事業費につきましては、３節で時間外勤務手当の不用額
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を４万２，０００円減額し、２７節で介護保険特別会計の補正に伴い繰出金

を８６万５，０００円減額するものでございます。 

次の２目障害者福祉費につきましては、ストマ、住宅改善、パルスオキシ

メーター等の申請増に伴い、扶助費を増額するものであります。  

次の３目老人福祉費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響

で、敬老の日の集いの中止により、各節を記載のとおり減額するものでござ

います。 

次の５目国民年金事務費につきましては、３節で時間外勤務手当の不用額

を見込み減額するものでございます。 

次の２項１目児童福祉総務費、説明欄の児童福祉総務費は、３節で扶養手

当などの不足を見込み増額し、次の次世代育成支援対策事業費は、１８節で

認定こども園に係る障害児保育事業補助の不足を見込み２万６，０００円増

額するものでございます。 

次の子育て応援住宅支援事業費は、１８節で実績により１６０万円を減額

するものです。 

一番下の２目児童措置費、説明欄の児童手当費につきましては、１２月で

支払いを完了し不用額が生じましたので、１９節の扶助費を減額するもので

ございます。 

次の施設等利用給付費につきましては、１８節で認可外保育や預かり保育

など、施設利用料に係る給付金の不用額を見込み２１６万３，０００円減額

するものであります。次のページをお願いいたします。 

説明欄の方になります。子育て世帯への臨時特別給付金給付事業につきま

しては、１１節で給付に係る郵便料、口座振込手数料に不用額を見込み１２

万１，０００円を減額し、１８節で子育て世帯への臨時特別給付金、これは

児童あたり１人１万円でございますが、この給付実績を見込み７１万円を減

額するものであります。次のページをお願いいたします。 

４款衛生費であります。１項１目保健衛生総務費、説明欄の保健衛生総務

費及び国民健康保険事業費につきましては、各節において不用額を見込み減

額するものでございます。 

次の２目予防費及び６目新型コロナウイルス感染症対策事業費につきまし

ては、補正額の増減はなく、財源内訳を補正するものであります。なお、予



- 13 - 

防費につきましては、財源内訳の国県支出金のところをゼロという表示がさ

れておりますが、こちらは新型コロナワクチン接種体制確保事業の補助につ

きまして、令和２年の１２月の定例議会において県支出金で補正しておりま

したが、今回国庫支出金に組替えを同額行ったことによりゼロという表示が

されているものでございます。 

次の２項１目塵芥処理費及び２目し尿処理費につきましては、１８節が東

彼地区保健福祉組合の負担金の確定によりそれぞれ減額するもので、２７節

が、こちらも東彼地区保健福祉組合の普通交付税措置分の確定に伴い、塵芥

処理費が減額、し尿処理費が増額するものであります。次のページをお願い

いたします。 

５款労働費であります。２項１目勤労青少年ホーム管理費につきまして

は、補正額の増減はなく、使用料収入の減により財源内訳を補正するもので

あります。次のページをお願いいたします。 

６款農林水産業費であります。１項１目農業委員会費、そして次の２目農

業総務費は、各節で不用額を見込み減額するものでございます。 

次の５目農地費、説明欄の農地管理費につきましては、１２節で不用額を

見込み減額するもので、次の農道新設改良事業費につきましては、こちらも

７節で不用額を見込み減額するものです。 

その次の農村地域防災減災事業費につきましては、新谷ため池の防災重点

農業用ため池が状況評価を行うこととなり、１２節で委託料６０万円を計上

するもので、こちらにつきましては全額県の補助ということになります。  

次の２項４目森林環境譲与税事業費につきましては、補正額の増減はな

く、予算の組替えを行うものであります。 

次の３項２目漁港管理費につきましては、こちらも補正額の増減はなく、

財源内訳の補正を行うものでございます。 

一番下の３目漁港建設費、説明欄の漁村再生交付金事業費につきまして

は、１２節で委託料の不用額を見込み減額するもので、次の水産物供給基盤

機能保全事業費は、川棚西部漁港機能保全事業、これは浚渫工事でございま

したが、この事業で川棚港湾用地を県から借りましたが使用料が免除となっ

たことから１３節を１００万円減額し、川棚西部漁港機能保全事業の内容変

更に伴い、１４節を３００万円減額するものでございます。  
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次の海岸堤防等老朽化対策事業費につきましては、川棚西部漁港片島Ａ護

岸などの施設補修工事費の増額を見込み、１４節を２７万円増額するもので

ございます。次のページをお願いいたします。 

７款商工費であります。１項１目商工総務費につきましては、３節で時間

勤務手当の不用額を見込み減額し、１８節で事業拡大及び事業継承に係る補

助の実績がなく減額するものであります。 

次の３目観光費、説明欄の観光費につきましては、１８節で新型コロナウ

イルス感染症の影響でかわたな夏まつりが中止となり、運営団体への補助金

２５０万円を減額し、２７節で新型コロナウイルス感染症の影響による指定

管理者への休業協力金の増額により、観光施設事業特別会計への繰出金を

１，０８０万円増額するものであります。 

次の長崎県２１世紀まちづくり推進総合補助金事業費につきましては、片

島公園で建設中の観光交流施設工事費の増額を見込み、１４節で１００万円

を増額するものでございます。 

次の５目新型コロナウイルス感染症対策事業費、説明欄の新型コロナウイ

ルス感染症緊急経済支援給付金事業費につきましては、飲食店に２０万円、

飲食店以外の事業所に１０万円を給付するものでありますが、給付実績によ

り１８節を２，４９０万円減額するものであります。 

次の新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金事業費につきまして

は、時短要請に対応した飲食店に協力金７６万円を支払うものであります

が、支払実績から不用額を見込み、７節で９１２万円減額するものでありま

す。 

その次の長崎県事業継続支援給付金事業費につきましては、新規事業であ

りまして、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策で影響を受けた事業者に

２０万円を支援するものでございますが、１節、３節、４節、８節で会計年

度任用職員の人件費を、７節で事業者への支援金２，０００万円を、１０節

に事務用品費、１１節に郵便料、口座振込手数料を計上するものでございま

す。次のページをお願いいたします。 

８款土木費であります。１項１目土木総務費につきましては、３節で時間

外勤務手当の不足を見込み増額し、４節は不用額を見込み減額するもので、

次の２項１目道路橋梁総務費につきましては、道路台帳補正委託業務の落札
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減が生じ１３節を減額するものでございます。 

次の３項２目ダム対策費につきましては、８節で不用額を見込み減額する

もので、次の４項２目港湾建設費につきましては、県営事業の白石港湾改修

事業及び川棚川下流域護岸改良事業が減額となりましたので、１８節で地元

負担金を減額するものであります。 

次の５項２目公園管理費につきましては、１２節で中央公園緑化管理業務

などの落札減を減額するもので、次の３目公共下水道費につきましては、公

共下水道事業会計の補正に伴い、２３節で出資金を増額するものでありま

す。 

一番下の６項１目住宅管理費につきましては、１２節で町営住宅等長寿命

化計画策定業務の落札減が生じ、不用額を減額するものでございます。次の

ページをお願いいたします。 

１０款教育費であります。１項２目事務局費につきましては、３節で時間

外勤務手当の不足を、４節で共済組合負担金の不足を見込み、それぞれ増額

するものであります。 

２項１目学校管理費、説明欄の川棚小学校管理費及び小串小学校管理費に

つきましては、４節で川棚小学校及び小串小学校の特別支援教育支援員の社

会保険料が不足し増額するもので、次の川棚小学校保健特別対策事業費か

ら、一番下の小串小学校保健特別対策事業費までにつきましては、国の補正

予算により小中学校の感染症対策を強化するため必要となる保健衛生用品等

の購入を支援する、感染症対策等学校教育活動継続支援事業が創設されまし

たので、本事業を活用して、１０節で３小学校で購入するマスク等の消耗品

の購入に要する経費を、１７節でＣＯ２モニター等備品の購入費に要する経

費を計上するものであります。 

次の３目施設整備費につきましては、補正額の増減はなく財源内訳を補正

するものであります。 

３項１目学校管理費につきましては、感染症対策等の学校教育活動継続支

援事業を活用して、川棚中学校で購入するマスク等の消耗品やＣＯ２モニ

ター等の備品を購入する経費を計上するものであります。 

一番下の４項１目社会教育総務費、説明欄の社会教育総務費につきまして

は、１節及び３節で不用額を見込み記載のとおり減額し、１３節でも不用額
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を見込み１０万円減額するものであります。 

次の町自主文化事業費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響

で自主文化事業が中止となり、１１節及び１２節で記載のとおり減額し、１

３節も１３万円減額するものであります。次のページをお願いいたします。 

２目公民館費につきましては、３節で不用額を見込み減額するもので、次

の３目公会堂費は補正額の増減はなく、財源の内訳を補正するものでござい

ます。 

次の５項３目体育館管理費につきましては、３節で不用額を見込み減額す

るもので、次の４目照明施設管理費及びその次の５目柔剣道場管理費は、補

正額の増減はなく財源内訳を補正するものでございます。 

一番下の６項１目管理費、説明欄の管理費につきましては、３節で時間外

勤務手当の不足を見込み増額するもので、次の運営費につきましては１０節

で燃料費の不用額を見込み減額するものであります。 

次の施設維持補修費につきましては、１４節で屋根防水改修工事等の入札

減により不用額が生じ減額するものでございます。次のページをお願いいた

します。 

１１款災害復旧費であります。１項２目林業施設災害復旧費につきまして

は、新谷地区の自然災害防止事業において測量設計を行ったところ、復旧面

積が増となり１４節の工事請負費をそれに伴いまして増額するものでござい

ます。次のページをお願いいたします。 

１４款予備費であります。１項１目予備費につきましては、歳入歳出の見

合いにより減額するものでございます。 

歳出は以上でございます。なお、次ページ以降につきましては、給与費明

細書をお付けしておりますが、こちらの説明は省略させていただきます。  

続きまして歳入を説明いたしますので、１０、１１ページをお開きくださ

い。 

６款地方消費税交付金であります。１項１目地方消費税交付金につきまし

ては、交付額が確定しましたので、確定により減額をするものでございま

す。次のページをお願いいたします。 

１１款分担金及び負担金であります。１項３目農林水産業費負担金につき

ましては、歳出で説明しました自然災害防止事業の増額に伴い地元負担金を
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増額するものでございます。次のページをお願いいたします。  

１２款使用料及び手数料であります。１項３目労働使用料につきまして

は、勤労青少年ホーム使用料の減額を見込むもので、次の４目土木使用料に

つきましては、主にプレジャーボートの係船料の減額を見込むものでござい

ます。 

次の教育使用料につきましては、公会堂使用料や体育館使用料など、社会

教育施設の使用料を減額を見込み計上するものであります。次のページをお

願いいたします。 

１３款国庫支出金であります。１項１目民生費国庫負担金から、２項５目

総務費国庫補助金までは、交付額の決定あるいは内示もしくは歳出の増減に

対応するものでありますので、個々の説明は省略ということでご了解お願い

したいと思います。次のページをお願いいたします。 

１４款県支出金であります。この県支出金におきましても、国庫支出金と

同様に、交付額の決定あるいは内示もしくは歳出の増減に対応するものであ

りますので、個々の説明は省略ということでご了承をお願いいたします。２

２ページをお願いいたします。２２、２３ページになります。  

１７款繰入金であります。２項基金繰入金でありますが、下水道事業基

金、減債基金、財政調整基金及び役場庁舎建設基金からの繰入金をそれぞれ

減額し、総額で６，４７０万円を減額するものであります。次のページをお

願いいたします。 

１９款諸収入であります。４項５目雑入におきましては、説明欄の長崎県

町村議会議長会助成金を実績に合わせ減額するもので、次のコミュニティ活

性化支援事業助成金はかわたな夏まつりの中止により全額減額するものであ

ります。次のページをお願いいたします。 

２０款町債であります。こちらにつきましては、１項１目総務債から７目

災害復旧債までは、歳出の実情に合わせ増額又は減額を行うものでございま

す。 

次の１１目減収補てん債につきましては、地方譲与税等の交付実績が基準

財政収入額を下回るとともに、普通建設事業費の財源不足がある場合に借り

入れることができるもので、本町では地方消費税交付金などの減少が大き

く、計算の結果１，２７８万２，０００円を借り入れることにしたものでご
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ざいます。 

歳入は以上であります。次に６ページをお開きください。 

第３表地方債補正であります。この地方債補正につきましては、先ほど歳

入で説明しました２０款町債に対応するものでありまして、補正前と補正後

の限度額の差が２６ページの町債の補正額と一致するものであり、補正後の

限度額の合計を９億６，９６８万６，０００円とするものであります。次に

５ページをお願いいたします。 

第２表債務負担行為補正であります。漁港施設災害復旧事業につきまして

は、川棚防波堤の災害復旧工事を令和２年度と令和３年度で実施することに

しており、令和３年度の債務負担行為として限度額を計上するものでござい

ます。 

以上が「令和２年度一般会計補正予算（第９回）」の内容でございます。

以上で説明を終わります。 

議     長 これから質疑を行います。田口議員。 

８ 番 田 口 歳出の３２ページ、３３ページにあります戸籍住民基本台帳

費の増額の件ですけども、４００万円、マイナンバーカードの発行事務委託

費を増額するということでしたが、これはどのようなところに委託をするの

かということと、この４００万円というのは、既に委託されてある金額の増

額なのか、あるいは新規の委託費なのかということをお聞きしたいと思いま

す。 

議 長 住民福祉課長。 

住 民 福 祉 課 長 議員の質問にお答えします。まずこの委託料ですけれども、

これは地方公共団体情報システム機構という団体に委託をすることとなって

おります。これは全国の自治体全てがここに委託をするということになって

おります。この機構については地方公共法人という形で、主な業務としまし

ては、住民基本台帳ネットワークシステムの運営であるとか、個人番号カー

ドの作成業務、こういったものを委託しているということになっておりま

す。ここの委託料については、前期分と後期分という形で支払いをするんで

すけれども、後期分の金額がなかなか示されてこないということで、前期分

の分をとりあえず賄える分だけを当初予算で２００万計上をしていたところ

です。で、今度金額が示されましたので、その不足分を補正として計上した
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ものです。この金額については全額国庫補助ということになっております。

以上です。 

議     長 堀田議員。 

１ ０ 番 堀 田 １０番、堀田です。４５ページのですね、新規事業で長崎県

事業継続支援給付金事業費で２，０７４万計上されておりますけど、これは

飲食店あるいはそのほかの事業者も全部該当するのですか。あるいは何社ぐ

らい予定をされているんでしょうか。 

議 長 産業振興課長。 

産 業 振 興 課 長 はい、質問にお答えをいたします。まずこの事業につきまし

ては、県・町合わせて２０万円を給付するという事業であります。それで、

まずこの事業を受けられる対象者といたしましては、この時短営業を実施し

た県内の飲食店と直接又は間接的に取引がある事業所ということになってお

ります。ですので、飲食店に対してですね、こういった取引があるところが

対象となります。それで、事前に営業時間短縮要請の協力金を支給を受けら

れた飲食店については対象外となっております。あと、この事業所につきま

しては、県から各センサスに基づいて県が指定した事業所が送られてきてお

ります。その事業所につきましては、１０６事業所ということで送られては

きております。ただそれを精査をいたしまして、今回１００事業所として補

正で計上をしているところであります。以上です。 

議     長 ほかに質疑はありませんか。山口議員。 

６ 番 山 口 ３３ページのですね、先ほどの田口議員の質問と関連するん

ですが、そこの委託料、これはマイナンバーカードの発行経費だということ

だったんですけども、恐らく現在ですね、土曜とか日曜日にマイナンバー

カードのですね、取得推進のために住民福祉課ですか、これが窓口でやられ

ている関連かなと思ってるんですけども、これによって市町村役場でです

ね、いわゆるマイナンバーカードが取得できるようになったんじゃないかと

思っているんですよね。まあこの事業によってどれくらいこの取得者が増え

ていっているのか、その状況がわかればお尋ねしたい。 

議 長 住民福祉課長。 

住 民 福 祉 課 長 はい、議員の質問にお答えします。現在の交付率の情報につ

いては今は持ち合わせておりませんので、後ほどお答えしたいと思います。
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議員が言われるように、現在第２・第４の日曜日の午前中に交付と受付の申

請事務を行っております。それから、週１ぐらいだと思いますけれども、夜

間の７時まで、これもあとでちょっと詳しく言いたいと思います。７時まで

やっております。それから地区の公民館のご協力を得てですね、地区の公民

館の方でも交付申請事務を行っておりますので、交付率については若干上

がっているものと思われます。後ほどお答えしたいと思います。以上です。 

議     長 ほかに質疑はありませんか。田口議員。 

８ 番 田 口 はい。歳入の方の２４ページ、２５ページですけども、２５

ページにありますコミュニティ活性化支援事業助成金の減額ですが、これは

どういうところからいただいている助成金なのかということと、いくらがい

くらに減額になったのかということをお聞きしたいと思います。  

議 長 企画財政課長。 

企 画 財 政 課 長 はい。田口議員の質問にお答えいたします。まず補助金の支

出先になりますが、長崎県町村振興協会の方になります。そして補助率につ

きましては２分の１ということになりますので、夏まつり補助という形で、

かわたな夏まつりを実施する団体に補助することにしているわけなんです

が、それの２分の１ということで１２５万円、２５０万円を補助することに

しておりますので、その半分の１２５万円ということになります。以上でご

ざいます。 

議     長 ほかに。波戸議員。 

１ ３ 番 波 戸 はい。１３番、波戸です。４４ページ、４５ページになるん

ですけども、観光費のところの２７節１，０８０万円繰出金が出ております

けども、この１，０８０万円の算出された根拠がわかれば教えてください。 

議 長 産業振興課長。 

産 業 振 興 課 長 はい、質問にお答えをいたします。この事業につきまして

は、特別会計からのものでありまして、その特別会計のときの説明でです

ね、説明を行うようには考えとりますけども、よろしいでしょうか。はい、

すいません。 

議     長 そういうことだそうですから、よろしいですか。はい、波戸

議員。 

１ ３ 番 波 戸 ちょっと関連になるんですけども、１２月の議会の方で、宿
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泊キャンペーン事業費ということで２，２５０万を補正で予算付けていらっ

しゃいますけども、くじゃく荘をはじめ、ほかの事業所があるんですけど

も、メインとなるくじゃく荘の方が１か月程度休業されていたと聞いておる

んですけども、そこで例えば使わなかった部分のお金の、例えば減額補正と

か、それをしないのであればこれはもう使ってしまうまでそのままにしてお

かれるのか。その辺をお尋ねします。 

議 長 産業振興課長。 

産 業 振 興 課 長 はい、質問にお答えをいたします。これも特別会計の方で説

明を行おうとしておりましたけども、くじゃく荘の分につきましては、まず

４月の１３日から、昨年ですね、５月の１８日まで３６日間を休館といたし

ております。また、今年の１月１１日から２月２４日の４５日間を休館をい

たしております。まずその間の補償ということで、１２月補正でですね、ご

決定をいただいて支給するようにはしておって、随時支給はしておるところ

であります。 

あと、宿泊キャンペーンにつきましてはですね、今期間を３月末というこ

とで設けております。一応この３月末時点で一応期限がきますので、その３

月末時点でその金額が余れば不用額として今のところは処理するようには考

えております。以上です。 

議     長 ほかに。小谷議員。 

２ 番 小 谷 すいません、今のところで後ほど説明されると言われたんで

すけども、予算的にはこっちが先ですので、ちょっと１点だけお聞きしたい

んですけども、今、休業期間を４月の分と１月の分と言われましたけども、

４月に関しては緊急事態が出てましたので、国からの要請も出てたかと思い

ますが、１月からの休館に関しては、この繰出金の説明の時点では休業協力

金ということで言われましたけども、町からの休業要請というものは出てた

のでしょうか。どこかからですね。国からなり、県からなり、町からなり、

休業要請が出てから休館されているものか、その休館した理由というものを

確認をしたいんですけども。 

議 長 産業振興課長。 

産 業 振 興 課 長 はい、質問にお答えをいたします。基本的には国のＧｏＴｏ

トラベルキャンペーンが第３波の影響によりまして、今のところ休止状態で
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あります。その休止状態であってやはり宿泊自体がキャンセル等がやはり

入ってまいりましたので、状況によって、先ほど言いましたように１月の１

１日から２月の２４日までの４５日間は閉館といたしておるところでありま

す。以上です。 

議     長 小谷議員。 

２ 番 小 谷 ＧｏＴｏキャンペーンと休業要請とは別物だと思うんですけ

れども、そこがどのような関係があるのかですね。ほかの宿泊業、町内何件

かありますけれども、そちらは別に休業はされてないかと思いますが、その

点どのような理由となってくるんでしょうか。 

議 長 産業振興課長。 

産 業 振 興 課 長 はい、質問にお答えをいたします。先ほど言いましたように

第３波の影響がありまして、やはりキャンセルが相次ぎまして、観光協会の

方から町に対して協議の場を持ってくれということで協議をいたしておりま

す。それで、そのまま開館をしておくとやはり維持的な料金がかかるという

ことで、ぜひ休館をしたいという要請がありまして、この期間中の休館とい

うことで実施をしております。以上です。 

議     長 ほかに。小谷議員。 

２ 番 小 谷 町と協議をして休館を決めたということで今説明がありまし

たけども、コロナ自体まだ収束するかどうかはわからないんですが、今後も

このようなことがあり得るということで見ておかないといけないということ

でしょうか。 

議 長 産業振興課長。 

産 業 振 興 課 長 今回の予算につきましては、令和２年度分ということで予算

を取っておるところでありますけども、今後コロナの状況がどのように進展

するかはわかりませんけども、もしこのような状況があれば状況に応じて補

正あたりをしていかなければならないんじゃないかと思っております。以上

です。 

議     長 ほかに。山口議員。 

６ 番 山 口 ちょっと今のでですね、非常に不思議なんですよね。緊急事

態宣言とか飲食店に対した時短要請が出ていると。じゃあそしたら、ＧｏＴ

ｏキャンペーンがなくなってね、そこで国なり県なりからね、いわゆるＧｏ
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Ｔｏキャンペーンがなくなった場合には休館をしなさいと、休館その他の要

請が出てないのにそれを休館したからいわゆる補償金をやると、そうすれば

予約が消えれば、今回はＧｏＴｏキャンペーンというそういうのがあるんで

すけども、じゃあ予約をしといたのが予約がなくなればもう休館した方がい

いんじゃないかと、それで休業補償をもらうと、非常に短絡的かと思うんで

すよ。そして指定管理というのは、あくまでも自分たちで経営をやっていき

ますよと、そういう契約ですから、町の商工観光の方で休館に対して協議を

して、じゃあどうぞ休館をやってくださいとそういう返答をしたわけです

か。だからそれはあくまでも指定管理者の問題だと思うんですけど。なんか

あたかも町と一緒に協議して休館をしたような今の課長の答弁なんですけ

ど、非常に疑問に思いますけども、そこはどう考えるのか。  

議 長 産業振興課長。 

産 業 振 興 課 長 はい、質問にお答えをいたします。やはりキャンセルが相次

ぎまして、やはり開けた状態にするとやはりそれだけ経費がかかるというこ

とで、観光協会の方からは一応休館の申し出があっております。それで、そ

の分につきましては観光協会の意思でそのような申請を出されてはおりま

す。ただそれを受け付けて、町とすれば了解をしたというところではありま

す。以上です。 

議     長 ほかに。小田議員。 

７ 番 小 田 はい。７番、小田です。４９ページの内容でお尋ねいたしま

す。小中学校でですね、保健特別対策事業費の中で、ここでですね、マスク

等の消耗品の購入とか言われましたけども、このマスク等はどういうふうな

対応をされるのかというのと、あとＣＯ２モニターということがありました

けども、ＣＯ２モニターというのがどういうものであるのかというのと、そ

れをどう利用活用するのかというのをお尋ねします。 

議 長 教育次長。 

教 育 次 長 はい、お答えいたします。学校保健特別対策事業に係るご質

問をいただいたところでございますけれども、マスク等の対応はというよう

なことで、その対応っていうのがですね、どういうふうな意味合いでの質問

だったかっていうのがちょっと具体的に判断できないところだったんですけ

ども、通常学校で使用する感染予防対策ということで、消毒液とかですね、
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ハンドグローブとか、マスクも予備的なものということでですね、購入をす

るようにしております。 

それからＣＯ２モニター、これはどういったものか、どういう活用をする

のかというようなご質問でありましたけれども、これにつきましては、室内

の換気の頃具合といいますか、やはり室内のＣＯ２濃度が上がるとやはり換

気が十分でないというようなことの中で、今は学校でも３０分に１回程度は

換気をしなさいというような形で事業の中でも示しておりますけれども、や

はり一番感染が拡大が大きくなったときにはですね、常時開放というような

こともあったようでございます。そういった換気の頃具合を見ていく、その

濃度の条件に応じて換気をしていく、こういったものに役立てるためにです

ね、ＣＯ２モニターを、室内のＣＯ２の状況を計測するというようなもので

す。以上です。 

議     長 ほかに質疑はありませんか。よろしいですね。はい、福田議

員。 

１ 番 福 田 ４２、４３ページです。森林環境譲与税事業費がありまし

て、委託料がその分なくなったということで積立金の方に回されたというこ

とですが、当初予算ではこの２５６万８，０００円、これはいろんな事務費

やら、いろんな積立金以外の合計金額になるんですけど、当初予算であった

項目を補正のときには委託料に一括していいものでしょうか。また、その委

託料はどういうふうな委託の目的があったのかお聞きしたいと思います。  

それから５２ページ、５３ページの災害復旧費の５００万の増です。これ

は面積が増えたからだというふうな説明ですが、災害復旧にはいろんな調査

があっていたと思うんですが、要は測量がまずかったのか、それとも範囲を

何かの理由で認定するといいますか、そういう理由があったのか、面積が増

えたということについての説明をお願いいたします。 

議 長 産業振興課長。 

産 業 振 興 課 長 はい、質問にお答えをいたします。まずは４２、４３ページ

の森林環境税の関係の質問にお答えをいたします。まずこの委託料について

なんですけども、まず経営管理権の集積計画により、この集積した森林につ

いて市町村、森林経営管理事業としまして切り捨て間伐を実施するというこ

とといたしておりました。町が事業発注をまずいたしまして、必要な林分調



- 25 - 

査の業務と、あと設計積算業務及び次年度の切り捨て間伐事業の発注後の施

工管理についてを一括して委託するように当初は計画をしておったところで

あります。これを１２月の議会においてご決定をいただいたという経過があ

ります。その後、発注に向けて業務を進めてはきておったんですけども、コ

ロナウイルスの影響拡大によりまして、業者等の対応ができないということ

がありまして、３月中の林分調査とあと設計積算業務の完成が困難というこ

とから今回このような補正をいたしているところであります。  

それと５２ページ、５３ページの災害復旧費についてでありますが、説明

欄の災害復旧費の５００万円増についてなんですけども、これは令和２年６

月及び７月の豪雨によりまして、先ほど財政課長からも説明がありましたよ

うに、新谷地区と白石地区において災害が発生をしておるところでありま

す。あと今回この事業費の算定に向けまして、委託費を発注しまして、詳細

設計ができましたので、その詳細に応じて新谷地区で６００万円の増、白石

地区で１００万円の減というふうな積算の内容になりまして、結果として５

００万円を増額をするものであります。あと面積の変更等々の財政課長から

説明がありましたけども、詳細設計によりまして延長がある程度確定をしま

したので、その延長に応じた設計を行って出た金額がそのようになったとい

うことであります。以上です。 

議     長 ほかに質疑はありませんか。 

 

（発言なし） 

 

議 長 よろしいですね。質疑なしと認め、これで。はい、企画財政

課長。 

企 画 財 政 課 長 すいません。冒頭の私の説明において、この補正予算書の５

ページでございますが、債務負担行為補正でございます。こちらの方の説明

の中で、これは三越防波堤の災害復旧に関するものでございますが、説明の

中で川棚防波堤と誤って説明いたしましたので、訂正してお詫び申し上げま

す。 

議 長 これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許し

ます。 
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「な  し」の声あり 

 

議 長 ありませんか。次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第１号「令和２年度川棚町一般会計補正予算（第９回）」

の採決を行います。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第１号「令和２年度

川棚町一般会計補正予算（第９回）」は、原案のとおり可決されました。  

（１１：２０） 

議 長 ここで、しばらく休憩をいたします。 

（１１：２０） 

（…休  憩…） 

（１１：３０） 

議 長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

議 長 次に、日程第４、議案第２号「令和２年度川棚町国民健康保

険事業特別会計補正予算（第４回）」を議題といたします。提案理由の説明

を求めます。町長。 

町 長 「令和２年度川棚町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４回）」について、提案理由をご説明いたします。 

今回の補正は歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ６８７万４，０

００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９億３，３５１

万９，０００円にしようとするものであります。 

なお、補正の詳細につきましては、健康推進課長から説明いたしますの
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で、ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。  

議 長 健康推進課長。 

健 康 推 進 課 長 はい。それでは補正予算の内容につきましてご説明をいたし

ます。歳出から説明をいたします。１２、１３をお開きください。 

１款総務費、２項１目賦課徴収費につきましては、財源区分の調整であり

ます。次のページです。 

２款保険給付費、２項高額療養費につきましては、給付費の動向から決算

見込みによりそれぞれ増額及び減額補正をするものです。次のページをお願

いします。 

３款国民健康保険事業費納付金は、広域化に伴い県に納付するものでござ

いますが、納付額に変更はございません。低所得者に対する保険料軽減制度

の国・県・町の負担額が決定いたしましたので、医療給付費分、後期高齢者

支援金等分、介護納付金分において財源区分を調整するものです。次のペー

ジをお願いします。 

８款諸支出金、１項３目保険給付費等交付金償還金につきましては、令和

元年度の特定健診等負担金精算に伴う超過交付分を返還するための増額補正

であります。次のページです。 

９款１項１目予備費につきましては、歳入歳出の見合いにより減額補正を

行うものです。 

歳入を説明します。６ページ、７ページをお開きください。  

１款国民健康保険税、１項１目一般被保険者国民健康保険税につきまして

は、それぞれの節において決算見込みにより減額補正を行うものです。次の

ページです。 

３款国庫支出金、１項１目災害等臨時特例補助金につきましては、交付決

定に伴う増額補正であります。次のページです。 

６款繰入金、１項１目一般会計繰入金につきましては、低所得者に対する

保険料軽減制度の国・県・町の負担額が決定いたしましたので、一般会計繰

入金として減額補正を行うものです。以上で説明を終わります。 

議 長 これから質疑を行います。田口議員。 

８ 番 田 口 はい。今説明でありました６ページ、７ページの国民健康保

険税の減額ですけれども６４０万円、それぞれ医療費関係、後期高齢者関
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係、介護関係とこうありますけれども、結局この減額っていうのは負担すべ

き対象者が減ったということではないのかなと思われるのですけども、結局

それぞれの町民が負担をする金額が減ったということではないかと思います

がそうでしょうか。そしてその要因というのはどういうものでしょうかとい

うのをお聞きします。少し余裕を持って予算を組んであったのかなとも思っ

たりしますけど、どういうものでしょうか。 

議 長 健康推進課長。 

健 康 推 進 課 長 はい。おっしゃるとおり人数の減少と、それからコロナの減

免によるものも若干含まれております。以上です。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。 

 

（発言なし） 

 

議 長 よろしいですか。質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第２号「令和２年度川棚町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第４回）」の採決を行います。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第２号「令和２年度
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川棚町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４回）」は、原案のとおり可

決されました。 

（１１：３６） 

議 長 次に、日程第５、議案第３号「令和２年度川棚町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第３回）」を議題といたします。提案理由の説明を

求めます。町長。 

町 長 議案第３号「令和２年度川棚町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第３回）」について、提案理由をご説明いたします。 

今回の補正は歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５４９万９，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９，６７５万円

にしようとするものであります。 

なお、補正の詳細につきましては、健康推進課長から説明いたしますの

で、ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。  

議 長 健康推進課長。 

健 康 推 進 課 長 はい。それでは補正の内容についてご説明をいたします。歳

出から説明をいたします。１０ページ、１１ページをお開きください。 

１款総務費、１項１目一般管理費につきましては、健康診査事業における

集団検診、個別検診の受診者増に伴う支出見込みから増額補正を行うもので

す。次のページをお願いします。 

２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項１目後期高齢者医療広域連合納

付金につきましては、決算見込みによる増額補正であります。  

次に歳入です。６ページ、７ページをお開きください。 

１款１項後期高齢者医療保険料につきましては、決算見込みによる増額補

正であります。次のページです。 

６款諸収入、３項２目雑入につきましては、歳出１款総務費で説明をいた

しました健康診査事業費について広域連合負担分を受け入れるものです。以

上です。以上で説明を終わります。 

議 長 これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 
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議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第３号「令和２年度川棚町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３回）」の採決を行います。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第３号「令和２年度

川棚町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３回）」は、原案のとおり可決

されました。 

（１１：４０） 

議 長 次に、日程第６、議案第４号「令和２年度川棚町介護保険事

業特別会計補正予算（第３回）」を議題といたします。提案理由の説明を求

めます。町長。 

町 長 議案第４号「令和２年度川棚町介護保険事業特別会計補正予

算（第３回）」について、提案理由をご説明いたします。 

今回の補正は歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ８６万５，００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億６，０５５万

１，０００円にしようとするものであります。 

なお、補正の詳細につきましては、健康推進課長から説明いたしますの

で、ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。  

議 長 健康推進課長。 
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健 康 推 進 課 長 はい。それでは補正の内容につきまして、ご説明をいたしま

す。歳出から説明します。８ページ、９ページをお開きください。 

１款総務費、１項３目認定事業費につきましては、東彼地区保健福祉組合

分担金の減額に伴う減額補正であります。次のページです。  

４款地域支援事業等費、１項１目介護予防・日常生活支援総合事業費につ

きましては、地域包括支援センター職員の人件費の減に伴うもの及び介護予

防通いの場運営補助金の増による補正であります。 

同じく１項２目包括的支援事業・任意事業費につきましては、地域包括支

援センター職員の人件費の減に伴う減額補正であります。次のページです。 

６款諸支出金、１項１目第１号被保険者保険料還付金につきましては、介

護保険被保険者資格喪失者への還付に伴う増額補正であります。次のページ

です。 

７款予備費、１項１目予備費につきましては、最入歳出の見合いにより増

額補正を行うものです。 

歳入についてご説明します。６ページ、７ページです。 

８款繰入金、１項４目その他一般会計繰入金につきましては、歳出で説明

をいたしました、１款総務費で説明しました東彼地区保健福祉組合に支出し

ます一般会計からの繰入分を減額補正するものであります。以上で説明を終

わります。 

議 長 これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 よろしいですね。質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 
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「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第４号「令和２年度川棚町介護保険事業特別会計補正予算

（第３回）」の採決を行います。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第４号「令和２年度

川棚町介護保険事業特別会計補正予算（第３回）」は、原案のとおり可決さ

れました。 

（１１：４４） 

議 長 次に、日程第７、議案第５号「令和２年度川棚町観光施設事

業特別会計補正予算（第４回）」を議題といたします。提案理由の説明を求

めます。町長。 

町 長 議案第５号「令和２年度川棚町観光施設事業特別会計補正予

算（第４回）」について、提案理由をご説明いたします。 

今回の補正は歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，０８０万円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４，６４７万１，００

０円にしようとするものであります。 

なお、補正の主な内容は、新型コロナウイルス感染症の影響によるくじゃ

く荘等指定管理者施設の休業協力に係るものであり、補正予算の詳細につき

ましては産業振興課長から説明をいたしますので、ご審議の上、ご決定いた

だきますようよろしくお願いいたします。 

議 長 産業振興課長。 

産 業 振 興 課 長 はい。それでは、補正予算の内容につきましてご説明をいた

します。歳入から説明をいたしますので、６ページ、７ページをお開きくだ

さい。 

１款繰入金、１項１目一般会計繰入金１，０８０万円の増額につきまして

は、このあとに説明いたします歳出の増額分について、一般会計からの繰入
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金を増額するものであります。 

続きまして歳出を説明しますので、次のページ、８、９ページをお開きく

ださい。 

１款観光施設事業費、１項１目管理費の説明欄の国民宿舎管理費１，０８

０万円につきましては、１２節委託料に係るものであります。先の９月の定

例会におきまして、補正予算のご決定をいただいた新型コロナウイルス感染

症拡大防止対策のため、施設の閉鎖を行った指定管理事業施設でありますく

じゃく荘及びしおさいの湯の収益減少に対して影響額相当分を休業等交付金

として支出をするものであります。くじゃく荘につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症拡大によりまして、令和２年４月の１３日から５月の１８

日、３６日間臨時休業し、その間の収益減少相当額分の臨時休業等協力金と

いたしまして、１１月までに２回支出をしている状況であります。その後、

町内の宿泊施設につきましては、国のＧｏＴｏトラベルキャンペーンと連動

した町の宿泊キャンペーン事業によりまして、大変好評となり多くの宿泊客

を誘致し、持ち直しが図られたところでありましたが、第３波の感染症拡大

の影響によりまして、国のＧｏＴｏトラベルの停止措置がなされたことによ

りまして宿泊予約のキャンセル等が相次ぎ、本年１月１１日から２月の２４

日の４５日間休業を余儀なくされた状況であります。想定以上の影響となり

ましたので、休業等協力金を増額補正するものであります。なお、増額分に

つきましては、交付金を活用することとしております。 

以上で説明を終わりますが、ご審議のうえ、ご決定いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

議 長 これから質疑を行います。山口議員。 

６ 番 山 口 ４月の１３日から５月１８日というのは、国が全国的に、い

いですか、緊急事態宣言を出したと、そこで全国民に不要不急の外出自粛等

の要請がなされた中ですからこれはわかるわけですよね。ではそしたらこれ

がね、１月１１日から２月２４日というのはこれは、今は１都３県の緊急事

態宣言はまだ残ってますけども、だからこれは長崎県は国から緊急事態宣言

は出されてないわけですよ。そして今課長の説明でいけばね、ＧｏＴｏキャ

ンペーンで予約が減ったからと、それで休館をしたから休業協力金を支払う

ものだろうと。そしたらＧｏＴｏキャンペーン現在もやってないんですよ。
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再開されてませんよね、課長。これは現在はまだ休館してるんですか。そし

たらＧｏＴｏキャンペーンがなくなったから、休館をしたから休業の協力金

等を払ったと、現在もＧｏＴｏキャンペーンはやられてません。そしたらこ

れは理由になるんですか。その点をちょっとお尋ねしたい。  

議 長 産業振興課長。 

産 業 振 興 課 長 はい。まず今のくじゃく荘の状況ですけども、１月の１１日

から２月の２４日の４５日間を休業いたしております。それで２５日から開

業をしておるところであります。基本的には先ほどご説明をいたしましたけ

ども、ＧｏＴｏトラベルのキャンペーンと連動して町の宿泊キャンペーンも

実施をしてきた中で大変好評でありましたけども、ただ、第３波の影響でＧ

ｏＴｏトラベルが今休止状況になっております。それに対してやはりキャン

セル等が多くなって、どうしてもやはり休業をせざるを得ないという状況に

至っております。そこで先ほど申しましたけども、観光協会の方から休業申

請が提出されて、町が承諾をしたという状況にあります。ただ、町内でも数

名の方がコロナ発生をされておりますし、やはり町から要請を出さなければ

いけなかったのかなというふうに私は個人的には思うんですけども、やはり

県としましてもこういった休業要請等もちょっと出ていない状況でありまし

たけども、やはり施設のことを考えますとやはり休業されてそれに対して国

からの交付金を充てるというふうにですね、担当課でも考えたところであり

ます。以上です。 

議 長 山口議員。 

６ 番 山 口 私言ってるのはね、理由を言っているわけですよ。ＧｏＴｏ

キャンペーンＧｏＴｏキャンペーンと、それが停止したから予約が減って休

業をしたと、じゃあ現在はなぜ開館できるのかと。ＧｏＴｏキャンペーン現

在やってないわけでしょう。そしたら２月２４日まではＧｏＴｏキャンペー

ンが停止ですから休館をしたと、じゃあ２月の２５日からＧｏＴｏキャン

ペーンが開始されたのかと、開始されてないわけですよ。そしたら同じ状態

じゃないんですか。そしたら同じ状態で、なぜ休業を協議しますよと、もう

やむを得んでしょうと町が言った、町がそれは最終的に協定書の中にあるん

でしょうからそれは構わないんですけども、理由がＧｏＴｏキャンペーンが

なくなったというのは全く同じ状態が続いているのに、現在は開館してやら
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れている。じゃあ１月１１日からなぜやれなかったのか。さっきから課長は

ＧｏＴｏキャンペーンがなくなったからなくなったからと、停止になったか

らと、現在も続いているじゃないですか。だからそこの説明がＧｏＴｏキャ

ンペーンのせいに一方的にしてしまっていると。だから状況はＧｏＴｏキャ

ンペーンが停止している状態は変わってないわけですから。そこのところの

説明をきちんとお願いしたいと言っているわけですよ。 

議 長 産業振興課長。 

産 業 振 興 課 長 はい、質問にお答えをいたします。この２４日まで休業をさ

れた理由といたしましては、やはり先ほど言いましたようにキャンセルが相

次いでおります。ただ２５日以降の予約が申込みがあっている状況に対し

て、やはり２５日から開業をしたいという申し出もあっておりましたので、

一応２４日までということでですね、期間を定めたところであります。以上

です。 

議 長 ほかに質問はありませんか。波戸議員。 

１ ３ 番 波 戸 先ほど一般会計の補正の方でも１，０８０万、根拠を聞いた

んですけども、この場で説明があると言われたんですけども、まあ交付金を

活用したぐらいの説明しかなかったんですが、この１，０８０万根拠となる

数字があればお知らせください。 

議 長 産業振興課長。 

産 業 振 興 課 長 はい、この根拠についてお答えをいたします。まずこれは私

が今日持ってきたデータにつきましては、宿舎としおさいを利用されるデー

タとあと金額を持ってはきております。ただ、これは１年分ということで、

１月から１２月のデータでまずはご説明をいたしたいと思います。まず、令

和元年度の１月から１２月と、令和２年度の１月から１２月の宿泊数といた

しましては、令和元年度が１万５，８９７名に対しまして、令和２年度が１

万４，４８１、８．９パーセントの減となっております。あとしおさいの湯

につきましては、令和元年度が１３万８，５８９名に対しまして、令和２年

度が１０万と１，８７７名の２６パーセントの減となっております。あと、

先ほど言いました１月、２月につきましては休業をしてますので、そこが

ちょっと数字がゼロという形にはなってはおりますけども、あと、支払いの

見込みについてですけども、まず令和２年の１０月８日に１，４００、宿泊
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施設と温泉施設を足した金額になりますけども、令和２年１０月が１，４６

０万、令和２年１１月が５００万、１２月が３００万、１月が５００万、２

月が７４０万、３月が５００万、これがまず９月の補正をご決定いただいた

ときの総額としまして２，９２０万、それに対しまして先ほど言った額の合

計をしますと４，０００万になりますので、残りといいますか、１，０８０

万円の増額という見込みを持っているところであります。以上です。  

議 長 波戸議員。 

１ ３ 番 波 戸 はい。国民宿舎に限らずですね、国の方ではいろんな形で給

付金、まあ給料が減った従業員さんとか、そういう企業の方にもいろんな形

で給付金が出てるんですけども、その辺の給付金も使っていらっしゃると思

うんですが、そこら辺まで把握をしての支出になるんでしょうか。例えば今

支払いの額で言われたんですけど、従業員さんとかそういう補償があってる

のかあってないのか、国の方の給付金ですね。そこはどういうふうになって

いますか。 

議 長 産業振興課長。 

産 業 振 興 課 長 はい。観光協会、くじゃく荘の方におきましては、やはりそ

ういった国の給付金も活用されております。その金額自体はちょっと今把握

をしてないんですけども、その分を引いた額ということで今予算を計上して

いるところであります。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。小谷議員。 

２ 番 小 谷 今数字が出ましたけども、指定管理に関しては令和２年度か

ら更新されて、新たに更新してから始まったと思いますけれども、その前に

出された事業計画書等はもうあってないようなものになっていると思いま

す。今の現状からすればですね。１月の休業の際に協議をされたということ

ですけれども、今後の事業計画といいますか、売り上げで言いますと、売上

じゃないですね、宿泊者数で言いますとくじゃく荘でいって８．９パーセン

ト減となっておりますが、ほかの事業、飲食店等に関してもほかの事業に関

しても、２０パーセントもしくは５０パーセント以上の減収があったところ

に対しては、国からの支給、県からの支給というものがあっております。今

後の事業計画に関して、どのようにやっていくのかという協議がされている

のかどうかですね。このままの状況でしたら、また令和３年度も同じような
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形で資金がかかってくると思いますが、その辺の協議というものはされてる

ものなんでしょうか。 

議 長 産業振興課長。 

産 業 振 興 課 長 はい、質問にお答えをいたします。先ほど小谷議員からは

８．９パーセントの減ということで、私もそのように説明はしたんですけど

も、これはあくまでも１月から１２月分のデータで８．９パーセントという

ことで説明をしておりますので、１月、２月を入れますとまだ減ります。た

だその数字はちょっとまだ出してはいないところであります。それと、あと

事業計画についての協議について質問がありましたけども、まだ今現在のと

ころは詰めての協議ということはまだ行ってはいない状況です。ただ、今後

やはりこういった状況ですので、早急にやっぱり行っていく必要があると考

えております。以上です。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。 

 

（発言なし） 

 

議 長 よろしいですね。質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議 長 よろしいですか。次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第５号「令和２年度川棚町観光施設事業特別会計補正予算

（第４回）」の採決を行います。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。  
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「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第５号「令和２年度

川棚町観光施設事業特別会計補正予算（第４回）」は、原案のとおり可決さ

れました。 

（１２：０４） 

議 長 ここで、しばらく休憩をいたします。 

（１２：０４） 

（…休  憩…） 

（１３：１０） 

議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 ここで住民福祉課長より午前中の質問に対する答弁を受けた

いと思います。住民福祉課長。 

住 民 福 祉 課 長 はい。それでは午前中に一般会計補正予算の審議の中で山口

議員の方からマイナンバーカードに係る交付率、それから申請交付について

の取組状況についてご質問がありましたので、お答えさせていただきたいと

思います。まずマイナンバーカードにつきましては、申請件数、交付枚数、

交付率が主な数字としてはございますけれども、申請件数につきましてはま

だ交付をされていない、それから取りに来られていないという部分もありま

すので、ここでは交付枚数と交付率ついてお答えしたいと思います。まず令

和２年の３月３１日末、２年度末ですね、につきましては、交付枚数が１，

５９５枚、交付率につきましては１１．５パーセントでございました。で、

直近の令和３年２月２８日末現在では、交付枚数が２，９１６枚、それから

交付率につきましては２１．０パーセントとなっております。交付枚数につ

きましては、１，３２１枚増えていると、１１か月の間に増えているという

ことになります。これは個人で自分で申請されて交付された件数も含まれて

おります。また、現在の取組としましては、休日の開庁、月２回第２・第４

日曜日に午前中開庁をしております。ここでは多いときには７０名ほど、少

ないときには１５名ほどということで、開庁日によってばらつきがあるよう

です。それから平日の週２回、火曜日と木曜日に１９時まで申請交付の受付

をしておりますけれども、ここではあまり予約等は入っていない状況である
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ということです。それから、出張申請につきましては、１月１９日から２９

日の７日間、いきがいセンターを含みます１３か所の地区公民館等で出張申

請を行っております。ここでは計１２１名の申請があっております。そのほ

か学校、それから議員さん、民生委員さんに対しても、出張申請を行ってお

ります。以上、取組の状況とさせていただきます。 

議 長 それでは議事に入ります。日程第８、議案第６号「令和２年

度川棚町下水道事業会計補正予算（第１回）」を議題といたします。提案理

由の説明を求めます。町長。 

町 長 議案第６号「令和２年度川棚町下水道事業会計補正予算（第

１回）」について、提案理由をご説明いたします。 

今回の補正は、資本的収入及び支出の予算の総額に、収入支出それぞれ

６，５００万円を追加し、収入予算の総額を３億２，３２９万８，０００円

に、そして支出の予算の総額を４億８，８８９万６，０００円にしようとす

るものであります。 

補正予算の詳細につきましては、水道課長補佐より説明をいたしますの

で、ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。  

議 長 水道課長補佐。 

水 道 課 長 補 佐 それでは補正予算の内容についてご説明いたします。今回の

補正につきましては、本町が補助事業として取り組んでおります、防災安全

社会資本整備交付金事業、国の補助メニューでございますが、このことにつ

いて国の第３次補正予算の成立を受け、所要の補助金の追加申請等の手続き

を経て、現在は補助の内示をいただいているというものでございます。それ

では議案書の４ページをお開きください。 

補正予算実施計画明細書によりご説明いたします。資本的収入及び支出に

ついてですが、先に支出の方からご説明させていただきます。  

１款１項１目下水道建設改良費の委託料につきまして、先ほど申し上げま

した防災安全社会資本整備交付金事業として実施予定の６，５００万円を増

額するものでございます。事業の内訳としましては説明欄に記載しておりま

すが、浄化センター改築・更新実施設計業務に２，３００万円、浄化セン

ター耐震化実施設計業務に２，２００万円、下組雨水排水区浸水シミュレー

ション業務に２，０００万円を予定しております。 
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次に資本的収入についてご説明いたします。 

先ほどご説明しました事業費６，５００万円の２分の１に当たる３，２５

０万円を、１款２項１目国庫補助金に増額し、４項１目他会計出資金に同じ

く事業費の２分の１、３，２５０万円を増額し、資本的収入としては事業費

と同額の６，５００万円を増額するものでございます。次に議案書の１ペー

ジ目をご覧ください。 

第２条において、当初予算の第４条に定めた資本的収入及び支出の補正を

記載しております。先ほどご説明したとおり収入支出それぞれ６，５００万

円を増額することとしており、資本的収入を３億２，３２９万８，０００円

に、資本的支出を総額４億８，８８９万６，０００円に改めることとしてお

ります。また、収入支出を同額補正することから、資本的収入が資本的支出

に対して不足する額１億６，５５９万８，０００円については、当初予算か

ら変わりはございませんが、消費税計算の関係から補填財源の配分に変更が

生じるため、当初予算第４条本文の括弧書きについて補正予算書に記載のと

おり改めることとしております。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご決定くださいますようよろしく

お願いいたします。 

議 長 これから質疑を行います。小谷議員。 

２ 番 小 谷 今説明がありました、下組雨水排水区浸水シミュレーション

業務というとこですけれども、下組の全部といいますか、どこからどこら辺

が含まれてるのかをちょっとお聞きしたいと思います。 

議 長 水道課長補佐。 

水 道 課 長 補 佐 はい。平島の中央公園の野球広場の横に設置しております下

組雨水排水ポンプ、その排水設備の排水区の範囲になりますので、図面を

ちょっと持ってきておりませんけれども、ＪＲの線路沿いから手前の低い部

分が該当するということになります。以上です。 

議 長 山口議員。 

６ 番 山 口 浄化センターの更新、それから耐震化ですが、これは設計業

務委託でございますので、この実際の工事はですね、設計業務が終われば直

ちに入るのかどうか。そしてこれはまだ計画ですから、ちょっと定かじゃな

いとこもあるかと思いますけれども、大体何年計画で終わるのか、単年度で
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終わるのかですね。そういった部分の説明をお願いしたい。  

議 長 水道課長補佐。 

水 道 課 長 補 佐 はい、ご質問にお答えします。浄化センターの改築・更新実

施設計業務に関わる改築・更新工事につきましては、令和４年度から７年度

の実施を予定しております。浄化センター耐震化の実施設計業務に係る改修

工事につきましては、令和４年度の工事の実施を予定しております。以上で

す。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。よろしいですね。 

 

（発言なし） 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第６号「令和２年度川棚町下水道事業会計補正予算（第１

回）」の採決を行います。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第６号「令和２年度

川棚町下水道事業会計補正予算（第１回）」は、原案のとおり可決されまし

た。 

（１３：２２） 
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議 長 次に、日程第９、議案第７号「川棚町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。  

事 務 局 長 ただいまの日程第９、議案第７号の議事日程の方ですね、ま

ず「川棚町国民健康保険条例の一部を改正する条例」が正でございますけ

ど、こちらに「税」が入っておりますので、これを訂正していただけますで

しょうか。 

議 長 もとい。次に、日程第９、議案第７号「川棚町国民健康保険

条例の一部を改正する条例」を議題といたします。提案理由の説明を求めま

す。町長。 

町 長 議案第７号「川棚町国民健康保険条例の一部を改正する条

例」について、提案理由をご説明いたします。 

本改正案は、令和２年２月１３日、新型インフルエンザ等対策特別措置法

の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、川棚町国民健康保険条例の

一部を改正する必要が生じましたので提案するものでございます。 

なお、改正の詳細につきましては、健康推進課長から説明をさせますの

で、ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。  

議 長 健康推進課長。 

健 康 推 進 課 長 はい。それでは、「川棚町国民健康保険条例の一部を改正す

る条例」の内容についてご説明をいたします。 

先ほど町長が申し上げましたとおり、今回の改正につきましては、新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴う条例改正であります。この

法律の一部改正の内容につきましては、新型コロナウイルス感染症の定義を

改めるものであります。それでは新旧対象表によりましてご説明をいたしま

す。 

附則第２項「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３

１号）附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症」を「新型コロ

ナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令

和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能

力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。以

下同じ。）」に変更するものであります。 

なお、今回の改正につきましては、定義を改めるものであり、実質的な内
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容変更は伴わない形式的な改正であるため今後の影響はございません。改正

文にお戻りください。 

附則といたしまして、「この条例は、公布の日から施行する。」としてお

ります。以上で説明を終わります。 

議 長 これから質疑を行います。よろしいですか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第７号「川棚町国民健康保険条例の一部を改正する条例」

の採決を行います。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第７号「川棚町国民

健康保険条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決されました。  

（１３：２８） 

議 長 次に、日程第１０、議案第８号「川棚町介護保険条例の一部

を改正する条例」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長。 

町 長 議案第８号「川棚町介護保険条例の一部を改正する条例」に

ついて、提案理由をご説明いたします。 
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今年度は１期を３年とする介護保険事業計画の最終年であり、次年度から

新たに３年間の計画策定が必要となりますが、先に開催されました介護保険

運営協議会において、介護保険料基準月額の議決をいただきましたので、介

護保険料の適用期間年度の改正及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の

一部改正に伴う、新型コロナウイルス感染症に関する改正を行うものであり

ます。 

なお、詳細につきましては、健康推進課長から説明いたしますので、ご審

議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。  

議 長 健康推進課長。 

健 康 推 進 課 長 はい。では、「川棚町介護保険条例の一部を改正する条例」

の内容についてご説明をいたします。新旧対照表で説明をいたします。 

第３条第１項につきましては、「平成３０年度から令和２年度まで」を

「令和３年度から令和５年度まで」に、第２項から第４項までにつきまして

は、「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度までの各年度」に改める

ものであります。 

第１０条の２の改正につきましては、先ほど国民健康保険条例の一部改正

でもご説明をいたしましたが、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部

改正により、新型コロナウイルスの定義が改められましたので、該当する条

文の改正を行うものであります。 

改正文の附則をご覧ください。この条例の施行期日について、令和３年４

月１日から施行するとしております。 

また、経過措置といたしまして、第３条の規定は、令和３年度分の保険料

から適用し、令和２年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例に

よることとしております。以上で説明を終わります。 

議 長 これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 ありませんね。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  
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「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第８号「川棚町介護保険条例の一部を改正する条例」の採

決を行います。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第８号「川棚町介護

保険条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決されました。  

（１３：３２） 

議 長 次に、日程第１１、議案第９号「川棚町指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」

を議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長。 

町 長 議案第９号「川棚町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について、提案理由

をご説明いたします。 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準等の一部を改正

する省令の公布に伴い、本町におきましても居宅介護支援事業所における管

理者要件、利用者の人権擁護、虐待防止、感染症対策の強化における既定の

追加及び見直しが必要となったことから関係条文の改正を行うものでありま

す。 

なお、詳細につきましては、健康推進課長から説明をいたしますので、ご

審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。  

議 長 健康推進課長。 

健 康 推 進 課 長 はい。それでは、「川棚町指定居宅介護支援等の事業の人員
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及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」の内容について

ご説明をいたします。新旧対照表で説明をいたします。 

第３条第５項につきましては、事業者における利用者の虐待防止の推進に

ついてを、第６項につきましては、厚生労働大臣が公表する被保険者の要介

護認定及び要支援認定における調査に関する状況、その他の厚生労働省令で

定める事項の有効活用について新たに規定したものであります。  

第６条につきましては、管理者について事業所の人材確保に関する状況等

を考慮し、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理

由がある場合について、主任介護支援専門員を管理者としない取扱いを可能

とする改正であります。 

第７条につきましては、質の高いケアマネジメントの推進の観点から、ケ

アプランにおける介護訪問、通所介護、福祉用具貸与等の各種サービスの割

合について利用者に説明を行うことを規定した条文を追加いたしておりま

す。 

第１６条第２項第２号につきましては、感染防止や他職種連携の促進の観

点から、利用者等が参加する運営基準において実施が求められる各種会議に

ついて、利用者の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施を認める

規定の追加であります。 

８号の２につきましては、事業所において作成された居宅サービス計画に

位置付けられたサービスに係る費用の妥当性についての規定を追加しており

ます。 

第２２条の第４項につきましては、事業者が職場におけるハラスメントに

関する必要な措置を講じることを新たに設けております。 

第２２条の２につきましては、第１項から第３項について、感染症や災害

が発生した場合であっても必要な介護サービスが継続的に提供できる改正を

構築する観点から、介護サービス事業者を対象に業務継続に向けた計画等の

策定、研修の実施、訓練等について新たに規定をしております。  

第２４条の２では、事業所における感染症の発生及びまん延等に関する取

組の決定を求める感染症対策強化の規定を新たに設けております。 

第２５条では、事業所における掲示物に関する規定を新たに設けておりま

す。 
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第３０条の２では、事業所での虐待防止に関する規定を新たに設けており

ます。 

第３４条では、事業者の業務負担軽減や、いわゆるローカルルールの解消

を図る観点から、事業者における諸記録の保存、交付等について、電磁的な

対応を原則認めることとし、その範囲を明確にする規定を新たに設けており

ます。 

附則の方に戻ってください。この条例の施行期日について、令和３年４月

１日から施行するとしております。以上で説明を終わります。 

議 長 これから質疑を行います。よろしいですか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第９号「川棚町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」の採決を行います。  

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第９号「川棚町指定

居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例」は、原案のとおり可決されました。 
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（１３：３８） 

議 長 次に日程第１２、議案第１０号「川棚町指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を議題

といたします。提案理由の説明を求めます。町長。 

町 長 議案第１０号「川棚町指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について、提案理由をご

説明いたします。 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令の公布に伴い、本町においても利用者の人権擁護、虐待防止、感染症

対策の強化における規定の追加及び見直しが必要となったことから関係条文

の改正を行うものであります。 

なお、詳細につきましては、健康推進課長から説明をいたしますので、ご

審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。  

議 長 健康推進課長。 

健 康 推 進 課 長 はい。それでは、「川棚町指定介護予防支援等の事業の人員

及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」の内容についてご説

明をいたします。 

先ほど町長が申しましたように、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準等の一部を改正する省令に伴う、先ほどの第９号の改正と同

じ内容となっております。介護サービス事業者の種類が異なりますが、改正

の内容につきましては、先ほどの９号と同じ内容でございますので、説明は

省かせていただきたいと思います。 

附則をご覧ください。この条例の施行期日につきましては、令和３年４月

１日から施行するとしております。以上、説明を終わります。 

議 長 これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 
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議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第１０号「川棚町指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例」の採決を行います。  

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第１０号「川棚町指

定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例」は、原案のとおり可決されました。 

（１３：４２） 

議 長 次に日程第１３、議案第１１号「川棚町指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長。  

町 長 議案第１１号「川棚町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につい

て、提案理由をご説明いたします。 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令の公布に伴い、本町におきましても利用者の人権擁護、虐待防止に関

する規定の追加が必要となったことから関係条文の改正を行うものでありま
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す。 

なお、詳細につきましては、健康推進課長から説明させますので、ご審議

の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。  

議 長 健康推進課長。 

健 康 推 進 課 長 はい。それでは説明いたします。 

この改正につきましても、９号、１０号の改正と同様、指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の改正に伴う

ものでございますので、改正内容としては同じものとなります。  

施行期日につきましても、令和３年４月１日から施行するということにし

ております。以上で説明を終わります。 

議 長 これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第１１号「川棚町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」の採決を行

います。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 
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議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第１１号「川棚町指

定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決されました。  

（１３：４６） 

議 長 次に、日程第１４、議案第１２号「川棚町指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例」を議題といたします。提案理由の説明を求めま

す。町長。 

町 長 議案第１２号「川棚町指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例」について、提案理由をご説明いたします。 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令の公布に伴い、本町におきましても利用者の人権擁護、虐待防止に関

する規定の追加が必要となったことから関係条文の改正を行うものでありま

す。 

なお、詳細につきましては、健康推進課長から説明をいたしますので、ご

審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。  

議 長 健康推進課長。 

健 康 推 進 課 長 こちらの改正につきましても、９から１１号で改正をいたし

ました、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令の公布に伴うものでございますので、内容についても同様の改

正内容であります。 

施行期日につきましても、令和３年４月１日からとしております。以上で

説明を終わります。 

議 長 これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 
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これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第１２号「川棚町指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例」の採決を行います。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第１２号「川棚町指

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決されまし

た。 

（１３：４９） 

議 長 次に、日程第１５、議案第１３号「川棚町町道の構造の技術

的基準を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。提案理由

の説明を求めます。町長。 

町 長 議案第１３号「川棚町町道の構造の技術的基準を定める条例

の一部を改正する条例」について、提案理由をご説明いたします。 

自転車通行帯に関する基準を新たに規定する、道路構造令の一部を改正す

る政令が、平成３１年４月２５日に施行されたところであります。また、歩

行者利便増進道路の創設に伴い、道路法等の一部を改正する法律の施行に伴
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う関係政令の整備に関する政令が、令和２年１１月２５日に施行されており

ます。これに伴い、川棚町町道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改

正する必要が生じましたので、改正しようとするものであります。 

その他詳細につきましては、建設課長から説明いたしますので、ご審議の

上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。 

議 長 建設課長。 

建 設 課 長 はい。それでは、本議案の詳細につきましてご説明いたしま

す。まず新旧対照表をご覧ください。 

最初に、第１０条についてご説明いたします。自転車道を設けるものとさ

れていた道路の規定にはですね、これまで設計速度の規定がありませんでし

たが、今回時速６０キロメートル以上の規定を設けるものであります。  

次に今の上の第９条の２については、自動車、自転車、あるいは歩行者の

交通量が多い道路には、車道の左寄りに幅員１．５メートル以上の自転車通

行帯を設けることとする規定を新たに追加するものであります。  

次に、次のページにいきまして、第３３条につきましては、交通安全施設

として自動運行者の安全な運行を道路インフラ側から位置の補正などによっ

て補助する自動運行補助施設を追加するものです。 

次の第４５条では、歩行者利便増進道路として、歩行者が安心・快適に通

行・滞留できる空間の設置について新たに規定するものであります。  

以上が改正の内容ですが、本条例は道路構造令の各規定を参酌し、同様の

規定を定めておりますので、国の道路構造令の改正に合わせ条例の改正を行

うものであります。 

それでは、改正条例の附則をご覧ください。この条例の施行期日につきま

しては、公布の日から施行することとしております。以上で説明を終わりま

す。 

議 長 これから質疑を行います。波戸議員。 

１ ３ 番 波 戸 １３番、波戸です。お尋ねします。川棚町の町道ということ

なんですが、この条例に関わる町道というのはどこら辺があるのか、ちょっ

と頭の中に浮かんでこないんですけど、どこかありますか。  

議 長 建設課長。 

建 設 課 長 はい。この条例の町道は全部の町道ではありますが、今回の
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改正に関わる部分については、現在のところないというふうに考えておりま

す。以上です。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。よろしいですね。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第１３号「川棚町町道の構造の技術的基準を定める条例の

一部を改正する条例」の採決を行います。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第１３号「川棚町町

道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例」は、原案のとお

り可決されました。 

（１３：５５） 

議 長 次に日程第１６、議案第１４号「川棚町立教育キャンプ場の

設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。 

町 長 議案第１４号「川棚町立教育キャンプ場の設置及び管理等に

関する条例の一部を改正する条例」について、提案理由をご説明いたしま
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す。 

教育キャンプ場は、スポーツ基本法第２４条の規定を踏まえて、心身の健

全な発達、生きがいのある豊かな生活の実現等のために行われるハイキン

グ、キャンプ活動その他の野外活動及びレクリエーション活動を普及奨励す

るための施設として設置をしており、大崎キャンプ場の一般利用に比べて、

利用の対象や利用の際の行為の禁止等の条件を厳しくして、これまで管理運

営をしてきたところであります。 

しかし、近年は本来の設置目的に沿った青少年等の健全な野外活動等の利

用者は少なく、低調なものとなっているところであることから、教育キャン

プ場施設の有効活用のために、本来の利用に支障のない範囲内において、有

料により一般利用をすることができるように条例の一部改正を行うものであ

ります。 

詳細につきましては、教育次長から説明をいたしますので、ご審議の上、

ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。 

議 長 教育次長。 

教 育 次 長 はい。それでは、「川棚町立教育キャンプ場の設置及び管理

等に関する条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。改正本

文の次のページの新旧対照表をお開きください。これにより説明いたしま

す。右側が現行、左側が改正案となります。 

まず、改正案の第４条は新設となります。第１項では、教育キャンプ場を

利用することができる活動を、スポーツ基本法第２４条の規定やこれまで利

用を許可してきた活動利用の状況を踏まえ、第１号から第４号までを規定

し、次の第２項では、第１項の各号に掲げる活動の利用に支障のない範囲に

おいて、第１項の各号に掲げるほかの活動についても利用できることを規定

するものです。 

次に、改正案の第５条、第６条は、現行の第４条及び第５条がそれぞれ繰

り下がったものであり、条文には改正はありません。 

続いて、第７条は新設となりまして、使用料に関して規定するものです。

第１項では、第４条第１項に基づく利用については使用料を無料とし、第４

条第２項に基づく利用については、別表の使用料を徴収することを規定する

ものです。別表については、新旧対照表の裏面に付けております。  
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この別表の使用料については、大崎自然公園内施設である大崎キャンプ

場、一般キャンプ場をですね、参考に設定したものでございます。 

続いて、新旧対照表のまた前に戻っていただきまして、第２項では、第４

条第２項による利用に係る使用料の納付の時期を規定するものです。  

第３項では使用料の減免、第４項では使用料の還付について規定をするも

のでございます。 

新旧対照表の裏面でございますが、改正案の第８条から第１０条は、現行

の第６条から第８条がそれぞれ２条ずつ繰り下がったものであり、条文に改

正はありません。 

続きまして改正本文に戻っていただきまして、附則を説明いたします。改

正本文の裏面をご覧ください。 

まず、附則の第１項は施行期日を定めるものです。本条例は令和３年４月

１日から施行するものですが、改正後の第７条に規定する使用料の徴収等に

つきましては、周知期間を設けるため、令和３年６月１日から施行すること

を定めるものです。 

次に、附則第２項から第５項においては、次のとおり経過措置を規定する

ものです。 

附則第２項では、改正後の第４条に基づく利用全体について、適用区分を

規定するものです。 

附則第３項では、令和３年４月１日から同年５月３１日までの改正後の第

４条第２項の利用を無料とすることを規定するものです。 

附則第４項では、改正後の第５条に基づく申請について、施行日前におい

ても申請ができることを規定するものです。 

附則第５項では、附則第４項による施行日前の事前申請に際し、改正後の

第４条第２項に係る利用の事前申請に係る使用料の前納及び利用期間が６月

１日をまたがる場合についての取扱いを規定するものです。以上で説明を終

わります。 

議 長 これから質疑を行います。小谷議員。 

２ 番 小 谷 ちょっと１点だけお聞きしたいんですけれども、今後一般利

用が有料で借りられるということでいいことだと思うんですが、有料にした

場合、例えば宿泊となると夜の対応がどこがされるのかといいますか、大崎
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キャンプ場でしたら管理棟がありまして観光協会かで対応されると思うんで

すけども、教育委員会の場合、夜間は閉鎖されていると思いますんで、その

点ちょっとお聞きしたいと思います。 

議 長 教育次長。 

教 育 次 長 はい、ただいまの質問についてお答えいたします。夜間の管

理はこれまでも教育委員会の方で行ってきたところですけれども、これにつ

いては今後委託を進めながらですね、管理をしていきたいというふうに考え

ております。以上です。 

議 長 ほかに。髙以良議員。 

９ 番 髙 以 良 第４条の２項のところでお尋ねしたいと思いますが、説明で

は一般の利用にも供したいということで改正されるということでしたけど

も、第２項で教育委員会が特に必要と認めるときは利用させることができる

という条文になっていますが、例えばですよ、大人だけで単にキャンプをし

たいというだけのときは、必要と認めるのに該当するのかどうかお尋ねしま

す。 

議 長 教育次長。 

教 育 次 長 お答えいたします。ただいまありましたように、例示として

大人２名とか、大人だけの利用ということもありましたけれども、こういっ

たものも一般利用として許可をしていくことで現状考えております。教育委

員会が特別の理由があると認めるときはという文言を入れているのはです

ね、まあ何でもかんでもいいというようなことではなく、利用の目的を確認

しながらですね、第４条第２項の許可としていきたいと考えておりますの

で、一般にレジャーを楽しむというような利用については一般利用として認

めていきたいと考えております。以上です。 

議 長 ほかに。山口議員。 

６ 番 山 口 もうちょっと本質的な部分じゃなくてですね、今町長の説明

でいけばですね、第４条の１項に係る部分ですね、これの利用者がほとんど

少ないと、そういった形で新たに第２項を設けたんだと、利用を広く広げる

と、せっかくの施設ですから。そういうことであればですね、大崎半島その

ものを、いろんな施設を見たときに今もうほぼ９割以上それが指定管理者に

施設は管理をされているわけですね。恐らく私の感覚でいけば残っているの
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はこの教育キャンプ場だけじゃないかと思うんですよ。ですから行革その他

考えた場合にですね、その一環として将来的にですね、ここも含めた指定管

理というのは考えてないのかどうか、ちょっとそこをお聞きしたいと思うん

ですけど。 

議 長 教育次長。 

教 育 次 長 はい、お答えいたします。教育キャンプ場については教育活

動を目的とするような活動にこれまでも許可をしてきたものですけれども、

町長の説明にもありましたように、本来の利用とするところの利用が少ない

状況にあるということでですね、やはり一般利用も認めながら有効な活用を

ということで今回、条例改正をさせていただいたところです。ただ、いわゆ

る観光施設として位置付けをしたらどうかというような今のご質問ではない

かなというふうに思いますけれども、今後の利用の状況を見て、一般利用的

なものが多ければですね、そういったことにも移行していく必要もあろうか

と思いますので、教育委員会としてはせっかく教育施設として設置をしてい

ただいていますので、子供会とかそういった活動の場として広く使われてい

けばですね、本来の目的にも沿いますし、それが一番いいのかなと思いなが

らも、やはり時代の流れの中でそうした利用が小さくなっているということ

も踏まえておりますので、今後また一般施設、観光施設としての指定管理の

状況を見ながらですね、そのときに一緒にまた在り方を考えていきたいとい

うふうに思っております。以上です。 

議 長 ほかに。炭谷議員。 

１ １ 番 炭 谷 １１番、炭谷です。利用率が非常に少なくなったからこうい

うふうにしていこうというふうなことは大体理解できるんですけども、過去

５年なり１０年なりの利用状況の件数とか、そういった状況、少なくきた背

景とかあればお聞かせを願いたいというふうに思います。 

議 長 教育次長。 

教 育 次 長 はい、お答えいたします。過去１０年間においても利用の人

数については、１年でですね、３００人ぐらいの利用しか推移していないと

いうのが現状でございます。そういったところでありますけれども、やはり

そういった教育目的でですね、キャンプ場を利用される方もいらっしゃるの

で、そういったところも今は大事にしていきたいなというふうに考えており
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ます。以上です。 

議 長 炭谷議員。 

１ １ 番 炭 谷 関連です。今の教育次長の判断は非常に私は期待をしたいと

思いますが、今後少しそういった子どもたちといいますか、若い人たちが教

育キャンプというふうなことを経験しているというのは、やはり若いうちに

しとったほうがいいなというふうに私は思ったこともありますので、そう

いった件について今のような積極的な意見があるかと思いますが、何らかの

こういった方針、そういった事業を進めるための人材の活用といいますか、

そういった指導者といいますか、そういったところがあれば聞かせていただ

きたいと思います。 

議 長 教育次長。 

教 育 次 長 はい、お答えいたします。ただいま炭谷議員の方からも貴重

なご意見をいただきましたが、教育委員会としましてもこういった野外活動

を推進するために地区の子供会などと連携してですね、夏場には「わくわく

ＤＡＹキャンプ」などのですね、実際そういった野外活動に沿ったですね、

普及活動をしております。そこではＤＡＹキャンプですので、レクリエー

ションをしたり、飯ごう炊飯をして食事をしたりというようなＤＡＹキャン

プを楽しみながらですね、地区から参加をいただきまして普及をするような

活動にも努めておりますけれども、なかなか参加者も年々少なくなっている

状況であります。ただ、各地区の状況におかれても、そうした子供会等で利

用しませんかというような案内もですね、差し上げていきたいと思います

し、そうした「わくわくＤＡＹキャンプ」とか、こういったレクリエーショ

ンを普及する活動もですね、取り組んでいく必要があるものというふうに考

えております。以上です。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。よろしいですね。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  
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「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第１４号「川棚町立教育キャンプ場の設置及び管理等に関

する条例の一部を改正する条例」の採決を行います。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第１４号「川棚町立

教育キャンプ場の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例」は、

原案のとおり可決されました。 

（１４：１２） 

議 長 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。 

本日はこれにて散会といたします。ご起立を願います。どうもお疲れ様で

した。 

（１４：１２） 
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